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武
蔵
野
台
地
の
小
さ
な
街
の
記
憶　
そ
の
三

　
　

歴
史
の
始
ま
り　
＝
律
令
国
家
の
成
立
＝

	

飛
鳥
・
奈
良
・
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
・
室
町
時
代
へ

 

三・一 

「
歴
史
」
と
は
・
・
・

　
か
つ
て
「
史
」
の
一
文
字
で
記
さ
れ
、「
事
件
、
出
来
ご
と
」
を
意
味
し
て
い
た
。

　
「
歴
史
」
を
語
る
こ
と
は
、
人
々
の
社
会
や
文
化
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
文
字
、
文
献
、
記
録
な
ど
の
手

段
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
ら
が
出
揃
っ
て
歴
史
を
語
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
時
代
は
、「
有
史
時
代
」
と
い

わ
れ
、
一
方
、
そ
れ
以
前
は
「
先
史
時
代
」
と
な
る
。
で
は
、
日
本
の
歴
史
は
何
時
か
ら
、
と
い
う
問
い
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。

電
子
版
市
民
プ
レ
ス　
第
75
号

　

タ
ブ
ロ
イ
ド
地
域
紙
「
市
民
プ
レ
ス
」
第
75
号
（2017/1/5

発
行
）
の
電
子
版
と

し
て
再
編
集
し
ま
し
た
。
電
子
書
籍
専
用
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
で
お
読
み
下
さ
い
。

ま
た
ご
利
用
の
環
境
に
よ
っ
て
は
、電
子
書
籍
の
閲
覧
が
で
き
な
い
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
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「
邪
馬
台
国
」
の
女
王
、
卑
弥
呼
の
活
躍
が
、
三
世
紀
に
中
国
大
陸
の
歴
史
書
に
記
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の

後
の
記
録
は
消
え
た
。
五
世
紀
に
な
っ
て
、
中
国
大
陸
と
「
倭
の
五
王
」
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た

大
陸
の
「
宋
」
な
ど
に
対
し
て
、
倭
国
が
九
回
朝
貢
し
た
こ
と
、
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
四
〜
六
世
紀
の

歴
史
を
語
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
。

　

中
国
で
生
ま
れ
た「
漢
字
」が
日
本
に
伝
来
し
た
の
は
四
世
紀
、こ
れ
を
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

七
世
紀
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、仏
教
が
公
式
に
伝
来
し
た
六
世
紀
の
後
半（
古
墳
時
代
の
終
末
期
）、よ
う
や
く
、

「
先
史
時
代
」
と
の
境
い
が
で
き
て
、「
有
史
時
代
」
に
移
行
行
し
た
、
と
い
う
べ
き
か
、
或
い
は 

シ
ン
プ
ル
に
、

日
本
の
「
歴
史
」
は
、
仏
教
が
大
和
に
伝
来
し
た
こ
ろ
、
と
す
れ
ば
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
よ
り
明
快
に
な
る
。

 

三・二　
ま
た
、
歴
史
の
始
ま
り
は
『
日
本
書
記
』
か
ら
？

　

推
古
二
十
八
年
（620

）、
聖
徳
太
子
と
蘇
我
馬
子
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
『
天
皇
記
』、『
国
記
』
が
、
皇

極
四
年
（645

）
の
乙い

っ

巳し

（
お
っ
し
、
と
も
）
の
変
（
豪
族
の
一
人
、
藤
原
鎌
足
ら
は
、
宮
中
で
有
力
だ
っ
た
蘇そ

我が
の

入い
る

鹿か

を
暗
殺
す
る
）
で
焼
失
し
た
、
と
い
う
『
日
本
書
記
』
の
記
述
が
あ
る
の
で
、
当
時
の
歴
史
を
紐
解
く
た

め
の
資
料
は
、『
古
事
記
』（
和
銅
五
年
＝712

に
成
立
）
と
『
日
本
書
記
』（
養
老
四
年
＝720

に
完
成
）
に

限
局
さ
れ
る
。

 

三・三　
仏
教
の
伝
来

　

仏
教
は
、古
く
か
ら
連
綿
と
し
て
渡
来
し
た
人
々
に
よ
っ
て
、私
的
崇
拝
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
。
但
し
、『
日

本
書
記
』
に
は
、
百
済
の
王
が
使
者
を
遣
わ
し
、
欽き

ん

明め
い

天
皇
（
二
十
九
代
）
に
対
し
て
、
欽
明
天
皇
十
三
年

（552

）、
仏
像
・
経
典
と
と
も
に
、
仏
教
流
通
の
功
徳
を
称
賛
す
る
上
奏
文
を
献
上
し
た
、
と
記
さ
れ
、
こ

れ
を
、
国
家
間
の
公
伝
（
公
式
伝
来
）
と
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
但
し
、
公
伝
の
年
次
は
、
宣
化
天

皇
（
二
十
八
代
）
三
年
（538

）
と
の
説
も
あ
る
。

　

敏び

達た
つ

天
皇
（
三
十
代
）
以
降
、
用
明
、
崇す

し

峻ゅ
ん

、
推
古
天
皇
に
仕
え
て
い
た
有
力
な
貴
族
、
蘇そ

我が
の

馬う
ま

子こ

は
仏

教
を
崇
拝
し
て
い
た
。
馬
子
は
、
同
じ
く
有
力
な
軍
事
氏
族
で
、
強
硬
な
排
仏
派
と
し
て
知
ら
れ
た
物
部
守

屋
を
攻
め
、
彼
を
打
ち
取
っ
た
。

　

政
治
の
実
権
を
握
っ
た
馬
子
は
、
崇
峻
天
皇
（
三
十
二
代
）
が
自
分
を
嫌
っ
て
い
る
と
し
て
、
崇
峻
天
皇
五

年
（592

）、
部
下
に
天
皇
を
殺
害
さ
せ
、
欽
明
天
皇
の
皇
女
（
蘇
我
馬
子
は
母
方
の
叔
父
に
当
る
）
を
即
位
さ

せ
た
。

　
女
帝
の
推
古
天
皇
（
三
十
三
代
）
は
・
・
・

　

推
古
天
皇
元
年
（593

）、甥
の
厩

う
ま
や

戸ど
の

皇お
う

子じ

（
没
後
百
年
以
上
を
経
た
、日
本
最
初
の
漢
詩
集
『
懐か

い

風ふ
う

藻そ
う

』
に
「
聖

徳
太
子
」と
記
さ
れ
、平
安
時
代
以
後
に
は
、一
般
的
な
呼
称
と
し
て
は「
聖
徳
太
子
」）を
皇
太
子
と
し
て
、摂せ

っ

行こ
う（

職
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務
を
行
わ
せ
る
）
さ
せ
た
。
推
古
天
皇
は
頭
脳
明
晰
、
し
か
も
公
正
な
女
帝
と
し
て
、
厩
戸
皇
子
の
才
能
を

十
分
に
発
揮
さ
せ
る
。

　
『
日
本
書
記
』
に
よ
れ
ば
、
推
古
天
皇
九
年
（601

）、
飛
鳥
か
ら
斑い

か

鳩る
が

（
現
・
奈
良
県
生
駒
郡
斑
鳩
町
）
に

移
る
こ
と
を
決
意
し
た
厩
戸
皇
子
は
、
宮
殿
の
建
設
に
着
手
し
て
、
同
十
三
年
に
は
自
ら
斑
鳩
宮
に
移
り
住

ん
だ
、
と
い
う
。

　

先
立
っ
て
、推
古
天
皇
十
一
年
に
、「
冠
位
十
二
階
」、同
十
二
年
に
は
「
十
七
条
憲
法
」
を
制
定
し
て
、法
令
、

組
織
の
整
備
を
進
め
た
。

　

小
野
妹
子
を
隋
に
派
遣
し
て
仏
法
の
興
隆
に
努
め
、
斑
鳩
の
地
に
推
古
天
皇
十
五
年
（607

）、「
法
隆
寺
」

を
建
立
し
た
（
但
し
、『
日
本
書
紀
』
に
は
、
天
智
九
年
＝570

年
＝
に
法
隆
寺
は
全
焼
し
た
が
、
間
も
な
く
再
建

さ
れ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
）。

　

法
隆
寺
は
、
古
代
寺
院
の
姿
を
現
在
に
伝
え
る
仏
教
施
設
で
、
そ
の
う
ち
、
西
院
伽
藍
は
、
現
存
す
る

世
界
最
古
の
木
造
建
築
物
群
と
し
て
、
平
成
五
年
（1993

）、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。

　

氏
寺
や
、
多
く
の
仏
像
が
つ
く
ら
れ
、
貴
重
な
工
芸
品
、
古
文
書
を
い
ま
に
残
す
。
わ
が
国
最
初
の
仏
教

文
化
と
し
て
、「
飛
鳥
文
化
」
を
花
咲
か
せ
た
。

 

三・四 

「
飛
鳥
寺
」
の
建
立

　

六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
初
め
に
掛
け
て
現
・
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
に
建
設
さ
れ
た
「
飛
鳥
寺
」
は
、

蘇
我
氏
の
氏う

じ

寺で
ら

で
あ
る
。
推
古
天
皇
四
年
に
発
祥
し
た
、
本
格
的
な
伽
藍
を
も
つ
「
法
興
寺
」（
＝
仏
法
が
興

隆
す
る
と
の
意
＝
を
も
つ
、
日
本
最
古
の
本
格
的
寺
院
）
の
後
身
と
し
て
、
推
古
天
皇
十
七
年
（609
）
＝
但
し

異
説
有
り
＝
、
銅
像
の
本
尊
（
飛
鳥
大
仏
）
が
造
立
さ
れ
、
人
々
に
尊
崇
さ
れ
た
。
天
武
天
皇
（
四
十
代
）
の

時
代
に
は
、
官か

ん

寺じ

（
朝
廷
ま
た
は
国
が
監
督
・
維
持
す
る
寺
院
）
と
同
等
に
扱
う
よ
う
に
、
と
の
勅ち

ょ
くが

出
さ
れ
た
。

　

遺
憾
乍
ら
、「
飛
鳥
寺
」
は
火
災
な
ど
の
災
害
に
遭
っ
て
、寺
勢
は
衰
え
た
。
し
か
し
、江
戸
時
代
後
期
に
は
、

篤
志
家
に
よ
っ
て
同
所
に
再
建
さ
れ
、
法
灯
は
今
も
守
ら
れ
て
い
る
。

 

三・五　
飛
鳥
京
跡
地
の
発
掘
に
よ
っ
て
・
・
・

　

現
・
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
で
発
掘
さ
れ
た
「
飛
鳥
京
跡
」
は
、
大
王
お
よ
び
天
皇
の
歴
代
の
宮

殿
、
官か

ん

衙が

（
官
庁
）、
豪
族
の
邸
宅
、
寺
院
な
ど
、
大
和
朝
廷
が
支
配
し
て
い
た
拠
点
で
、『
日
本
書
記
』

な
ど
と
照
合
す
る
と
、
飛
鳥
岡
本
宮
（630

〜636

、
三
十
四
代
舒
明
天
皇
）、
飛
鳥
板い

た

蓋ぶ
き

宮
（643

〜

645

、
三
十
五
代
皇
極
天
皇
、
重
祚
し
て
三
十
七
代
斉
明
天
皇
）、
飛
鳥
浄き

よ

御み

原は
ら

宮の
み
や（

板
葺
宮
の
跡
地
か
、
四
十
代

天
武
天
皇
、
四
十
一
代
持
統
天
皇
）
の
遺
構
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
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大
化
の
改
新

　

推
古
天
皇
三
十
年
（622

）
に
厩
戸
皇
子
が
死
去
し
た
の
ち
、
豪
族
の
蘇
我
氏
の
専
横
は
甚
だ
し
く
、
そ

の
権
勢
は
天
皇
家
を
凌
ぐ
ほ
ど
に
な
る
。
豪
族
、中な

か

臣と
み
の

鎌か
ま

足た
り（

の
ち
藤
原
氏
の
始
祖
と
し
て
、藤
原
鎌
足
）ら
は
、

中な
か
の

大お
お

兄え
の

皇お
う

子じ

（
即
位
し
て
三
十
八
代
天
智
天
皇
）
と
と
も
に
宮
中
で
、
大
臣
の
官
位
を
も
つ
、
大
和
朝
廷
の

有
力
者
、
蘇
我
入
鹿
を
打
つ
（
乙い

っ

巳し

の
変
）。

　

幸
徳
天
皇
（
三
十
六
代
）
は
飛
鳥
の
宮
殿
を
難
波
に
移
し
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
政
治
の
確
立
に
努
め
る
。

日
本
書
記
に
よ
れ
ば
、
大
化
二
年
（646

）
に
改
新
の
詔
を
発
布
し
た
（
但
し
異
説
も
あ
る
）。

 

三・六　
白
鳳
文
化
が
開
花
し
た
・
・
・

　

天て
ん

武む

天
皇
（
四
十
代
）
の
政
策
は
、
皇
后
に
引
き
継
が
れ
る
。
女
帝
の
持
統
天
皇
（
四
十
一
代
）
と
し
て
即

位
し
、
飛
鳥
京
の
西
北
、
現
・
橿か

し

原は
ら

市
に
、
首
都
と
し
て
、
本
格
的
な
唐
風
の
都と

城じ
ょ
うが

建
設
さ
れ
た
。「
飛

鳥
京
」
と
同
様
に
、
近
世
に
な
っ
て
、「
藤
原
京
」
と
呼
ば
れ
る
。

　
こ
の
都
で
は
、
仏
教
文
化
に
加
え
て
、
律
令
国
家
成
立
期
の
息
吹
を
感
じ
さ
せ
る
新
し
い
貴
族
文
化
が
成

立
し
た
。
こ
の
こ
ろ
華
開
い
た
、
天
皇
と
貴
族
を
中
心
と
し
た
大
ら
か
な
文
化
は
、「
白
鳳
文
化
」
と
い
わ
れ

て
い
る
。

　
天
武
天
皇
は
、
皇
后
の
病
気
平
癒
を
誓
願
し
て
、「
薬
師
寺
」（
平
城
遷
都
の
の
ち
に
建
立
さ
れ
た
「
薬
師
寺
」

と
区
別
し
て「
本も

と

薬
師
寺
」と
い
わ
れ
る
）を
着
工
す
る
。
ま
た
、飛
鳥
時
代
の
最
大
士
族
だ
っ
た
藤
原
氏
の
始
祖
、

鎌
足
と
そ
の
子
息
所
縁
の
寺
院
と
し
て
、
天
智
天
皇
八
年
（669

）、
現
・
奈
良
市
に
所
在
す
る
「
興
福
寺
」

が
建
立
さ
れ
た
。
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
代
表
的
な
興
福
寺
の
仏ぶ

つ

頭と
う

（
国
宝
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
「
律り
つ

令り
ょ
う

国
家
」
の
形
成

　

大
宝
元
年
（701

）、「
大
宝
律
令
」
が
制
定
さ
れ
、
国
家
と
し
て
の
体
制
が
整
備
さ
れ
る
。
律
は
刑
法
、

令
は
行
政
法
、
訴
訟
法
、
民
事
法
な
ど
か
ら
成
り
立
つ
。

　
と
き
の
天
皇
は
、
四
十
二
代
文も

ん

武む

天
皇
で
、
当
時
、
断
絶
状
態
に
あ
っ
た
「
元
号
」
の
使
用
を
再
開
し
た
。

以
後
、「
元
号
」
の
制
度
は
途
切
れ
る
こ
と
な
く
現
在
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
。

 

三・七　
秩
父
市
黒
谷
の
遺
跡
か
ら
・
・
・

　

慶け
い

雲う
ん

（
き
ょ
う
う
ん
、と
も
）
五
年
（708

）、武
蔵
国
秩
父
郡
か
ら
自
然
銅
が
発
見
さ
れ
、

朝
廷
に
献
上
さ
れ
た
。「
和
銅
遺
跡
」
は
、
現
・
秩
父
市
黒
谷
に
所
在
し
、
埼
玉
県
指

定
旧
跡
と
な
っ
て
い
る
。

　

女
帝
の
元げ

ん

明め
い

天
皇
（
四
十
三
代
）
は
、
元
号
を
和
銅
に
改
元
し
て
、
日
本
最
初
の
流
通

貨
幣
の
「
和わ

銅ど
う

開か
い

珎ち
ん

」（
か
い
ほ
う
、
と
も
）
が
発
行
さ
れ
た
。
直
径24m

m

前
後
、
円

和
銅
開
珎
銀
銭
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る
た
め
、
天
平
十
三
年
（741

）
に
は
詔

み
こ
と
の
りを

発
し
て
、
各
地
（
各
国
）
に
国
分
僧そ

う

寺じ

と
国
分
尼に

寺じ

の
建
立

を
命
じ
た
。
現
・
東
京
都
国
分
寺
市
西
元
町
の
「
武
蔵
国
分
寺
」
は
、
そ
の
跡
地
が
詳
細
に
調
査
さ
れ
、

国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
、
歴
史
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。

　

同
十
五
年
、
聖
武
天
皇
は
大
仏
造
立
の
詔
を
発
し
、
同
十
九
年
、
鋳
造
が

開
始
さ
れ
、
難
工
事
の
末
、
天
平
勝
宝
四
年
（752

）
に
大
仏
（
東
大
寺
盧る

舎し
ゃ

那な

仏ぶ
つ

像
）
は
開
眼
さ
れ
、
盛
大
に
法
要
が
行
わ
れ
た
。
続
い
て
大
仏
殿
の
建

設
が
始
ま
り
、
天
平
宝ほ

う

字じ

二
年
（758

）
に
完
成
し
た
。

　

平
城
京
を
中
心
と
し
て
貴
族
・
仏
教
文
化
が
華
開
き
、
聖
武
天
皇
の
元
号

を
取
っ
て
、「
天
平
文
化
」
と
呼
ば
れ
る
。

 

三・十 

『
万
葉
集
』
の
成
立

　

七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
後
半
に
か
け
て
編
集
さ
れ
、
日
本
最
古
の
和
歌

集
が
成
立
し
た
（
天
平
宝
字
三
年
以
後
か
？
）。
こ
こ
に
は
、
天
皇
、
貴
族
か

ら
下
級
官
吏
、
防さ

き

人も
り

（
辺
地
を
防
衛
す
る
人
）
な
ど
、
様
々
な
身
分
の
人
が
詠

ん
だ
歌
を
四
千
五
百
首
以
上
収
録
し
て
い
る
。

形
方
孔
の
形
式
、
中
央
に
は
、
一
辺
が7m

m

の
正
方
形
の
穴
が
開
い
て
い
る
。
表
面
に
は
、
時
計
回
り
に
和

同
開
珎
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
裏
は
無
紋
。
和
銅
元
年
（708

）
五
月
に
は
銀
銭
が
発
行
さ
れ
、
七
月
に

銅
銭
の
鋳
造
が
始
ま
っ
て
、
八
月
に
発
行
さ
れ
た
こ
と
が
『
続
日
本
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
銀
銭

は
翌
年
廃
止
さ
れ
た
。

 

三・八　
平へ
い

城じ
ょ
う

京
に
移
っ
て
奈
良
時
代
へ

　

和
銅
元
年
（708
）、遷
都
の
詔
が
発
せ
ら
れ
、同
三
年
、平
城
京
（
現
・
奈
良
県
奈
良
市
及
び
大や

ま

和と
こ
お

郡り
や
ま

山や
ま

市
）

の
建
設
が
始
ま
る
。
ま
ず
、
内
裏
と
大
極
殿
な
ど
が
建
築
さ
れ
、
施
設
は
段
階
的
な
整
備
に
よ
っ
て
、
仏
教

に
よ
る
鎮
護
国
家
を
目
指
し
た
。

　
『
古
事
記
』、『
日
本
書
記
』
の
成
立

　

和
銅
五
年
、稗ひ

え

田だ
の

阿あ

礼れ

の
記
憶
を
基
に
し
て
、日
本
最
初
の
歴
史
書
、『
古
事
記
』
が
編
纂
さ
れ
る
。
ま
た
、

天
武
天
皇
の
皇
子
、
舎と

人ね
り

親
王
の
撰
に
よ
っ
て
、
養
老
四
年
（720

）、
最
初
の
正
史
と
し
て
、
神
代
か
ら
持

統
天
皇
（
四
十
一
代
）
の
時
代
ま
で
が
記
さ
れ
た
、『
日
本
書
記
』
が
完
成
し
た
。

 

三・九　
国
分
寺
の
建
立
と
大
仏
造
立

　

聖
武
天
皇
（
四
十
五
代
）
は
仏
教
に
深
く
帰
依
し
、
天
平
年
間
に
流
行
し
た
疫
病
の
災
い
か
ら
脱
却
す
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な
遺
跡
は
少
な
い
の
で
、
入
間
郡
内
の
閑
地
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
渡
来
人
の
集
住
は
閑
地
開
発
を
担
っ

た
も
の
の
よ
う
だ
。

　
『
続し

ょ
く
に
ほ
ん
ぎ

日
本
紀
』（
勅
撰
の
歴
史
書
で
、
七
九
七
年
に
完
成
し
た
）
に
は
、
天
平
宝
字
二
年
（
７
５
８
）、「
帰

化
新
羅
僧
卅
二
人
、
尼
二
人
、
男
十
九
人
、
女
廿
一
人
、
移
武
蔵
国
閑
地
、
於
是
始
置
新
羅
郡
焉
」
と
記

さ
れ
、
朝
廷
は
、
帰
化
人
を
武
蔵
国
の
閑
地
に
移
し
、
こ
れ
が
、「
新し

ら

羅ぎ
の

郡こ
お
り」

の
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
新
羅
郡
は
・
・
・

　

今
日
の
志
木
市
・
和
光
市
・
新
座
市
・
朝
霞
市
の
一
帯
で
あ
る
が
、
の
ち
に
新に

い
く
ら座

郡
と
呼
び
変
え
ら
れ
た
。

入
間
郡
の
東
端
、
豊
島
郡
の
北
端
に
当
り
、
当
時
は
「
閑
地
」
で
、
居
住
す
る
人
々
の
無
い
地
域
だ
っ
た
。

　

新
羅
人
が
移
住
し
て
、
開
墾
し
た
土
地
は
、
今
日
ま
で
「
新
倉
」
と
い
う
地
名
を
残
し
て
い
る
現
・
和

光
市
「
新
倉
」
と
和
光
市
「
白し

ら

子こ

」（
新し

ら
ぎ羅

か
ら
転
化
し
た
と
す
る
説
が
あ
る
）
の
地
域
と
さ
れ
て
い
れ
る
。

し
か
し
、
志
木
市
域
へ
の
新
羅
人
の
移
住
は
無
く
、
志
木
市
に
集
落
は
営
ま
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

 

三・十
二　
志
木
市
内
で
は
・
・
・

　

古
墳
時
代
後
期
以
降
に
拡
散
し
た
と
考
え
ら
れ
る
集
落
、
特
に
中
野
・
城
山
・
中
道
・
西
原
大
塚
・
田

子
山
遺
跡
に
は
、
こ
の
時
代
の
遺
品
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

城
山
遺
跡
で
は
、
平
成
八
年
に
発
掘
調
査
さ
れ
た
住
居
跡
か
ら
、
印
面
に
「
冨
」
の
一
文
字
が
書
か
れ

　
奈
良
時
代
は
八
十
四
年
・
・
・

　

女
帝
の
孝
謙
天
皇
は
聖
武
天
皇
の
息
女
、
四
十
六
代
の
天
皇
（
重
祚
し
て
四
十
八
代
称
徳
天
皇
）
で
、
天

平
宝
字
八
年
（764

）、
藤
原
仲
麻
呂
（
太
政
大
臣
）
の
乱
を
鎮
圧
し
、
仏
教
重
視
の
政
策
を
推
進
す
る
。

　

つ
い
で
、
桓
武
天
皇
（
五
十
代
）
は
仏
寺
の
肥
大
し
た
影
響
を
避
け
る
た
め
、
延
暦
三
年
（784

）、
山

城
国
乙お

と

訓く
に

郡
（
現
・
京
都
府
向む

こ

日う

市
、
長
岡
京
市
と
京
都
市
西
京
区
）
に
「
長
岡
京
」
を
造
営
し
た
が
、
さ

ら
に
十
年
後
の
延
暦
十
三
年
（794

）、
改
め
て
平
安
京
に
遷
都
す
る
。

 

三・十
一
「
武
藏
国
」
は
・
・
・

　

七
世
紀
の
こ
ろ
、
律
令
制
に
基
づ
い
た
地
方
行
政
区
分
に
よ
っ
て
、
東
山
道
、
の
ち
東
海
道
の
律
令
国

と
し
て
成
立
し
た
。

　
渡
来
人
が
移
住

　

六
～
七
世
紀
の
朝
鮮
半
島
で
は
、
大
国
の
唐
の
影
響
下
で
政
治
状
況
が
変
化
し
、
高こ

う
く
り

句
麗
・
新し

ら
ぎ羅

・

百く
だ
ら済

三
国
の
人
々
が
続
々
と
日
本
に
渡
航
し
た
。
彼
ら
は
先
進
的
な
技
術
を
も
ち
、
半
島
で
の
戦
乱
を
避

け
る
意
味
も
あ
っ
た
。
多
く
の
渡
来
人
は
東
国
に
移
住
さ
せ
ら
れ
た
が
、
つ
い
で
、
武
蔵
国
に
移
さ
れ
た
。

　

移
住
し
た
高
句
麗
の
王
族
高こ

麗ま
の

若じ
ゃ
っ

光こ
う

は
、
そ
の
地
（
現
・
日
高
町
に
当
た
る
）
の
豪
族
と
し
て
定
住
し
、

霊
亀
二
年
（
７
１
６
）、
入
間
郡
を
割
い
て
高
麗
郡
が
置
か
れ
た
。
日
高
町
に
は
奈
良
時
代
以
前
に
顕
著
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数
多
く
の
遺
跡
で
発
掘
さ
れ
て
い
る
。

　

地
面
を
円
形
や
方
形
に
掘
り
窪
め
、
そ
の
中
に
複
数
の
柱
を
建
て
た
。
梁
や
垂
木
を
繋
ぎ
合
わ
せ
、
家

の
骨
組
み
を
作
っ
て
、
そ
の
上
に
、
土
、
葦
な
ど
の
植
物
で
屋
根
を
葺
い
た
建
物
だ
っ
た
。
発
掘
さ
れ
た

竪
穴
住
居
跡
か
ら
は
、
各
種
の
生
活
用
具
が
出
土
す
る
の
で
、
祖
先
の
暮
ら
し
と
生
活
の
痕
跡
が
詰
ま
っ

た
貴
重
な
遺
産
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
だ
が
，
遠
い
昔
に
廃
棄
さ
れ
、
そ
の
後
経
年
変
化
を
経
て
い
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
平
地
住
宅
、
高た
か
床ゆ
か
の
建
物
へ
・
・
・

　

縄
文
時
代
中
期
の
三さ

ん

内な
い

丸ま
る

山や
ま

遺
跡
（
現
・
青
森
県
青
森
市
所
在
）
な
ど
か
ら
、
祭
壇
と
し
て
用
い
ら
れ

た
と
見
ら
れ
て
い
る
高
床
建
築
（
堀
立
柱
建
築
）
の
遺
構
が
出
土
し
、
弥
生
時
代
に
は
、
穀
物
等
を
蓄
え

る
高
床
倉
庫
（
鼠
が
入
れ
な
い
よ
う
に
、
ま
た
風
通
し
を
良
く
し
た
）
も
普
及
し
て
い
た
、
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
集
落
を
統
率
す
る
豪
族
は
環
濠
を
も
つ
建
築
群
を
構
え
て
い
た
。

　
但
し
、
留
意
す
べ
き
こ
と
・
・
・

　

平
地
住
居
や
高
床
倉
庫
な
ど
の
掘
立
建
築
は
、
地
下
に
柱
跡
を
残
す
だ
け
で
、
竪
穴
住
居
の
よ
う
な
地

下
の
溝
跡
を
残
さ
な
い
。
発
掘
調
査
で
見
落
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
平
安
時
代
ま
で
、
庶
民
の
住
居
は

す
べ
て
竪
穴
式
だ
っ
た
と
す
る
見
解
に
、
疑
問
も
も
た
れ
て
い
る
。

た
完
形
品
の
銅
印
が
出
土
し
、
こ
の
住
居
跡
か
ら
は
、
そ
の
他
、
須
恵
器
坏
や
猿さ

投な
げ

産
の
緑

り
ょ
く

釉ゆ
う

陶
器
の
破

片
が
出
土
し
た
（「
猿
投
窯よ

う

」
は
現
・
愛
知
県
名
古
屋
市
東
部
か
ら
豊
田
市
西
部
、
瀬
戸
市
南
部
か
ら
大
府
市
お

よ
び
刈
谷
市
北
部
に
集
中
す
る
千
基
を
越
す
古
窯
跡
の
総
称
で
、
食
器
な
ど
の
高
級
品
に
限
ら
れ
、
平
城
京
・
平

安
京
を
は
じ
め
、
寺
社
・
官
衛
・
豪
族
な
ど
の
支
配
層
に
供
給
さ
れ
た
。
ま
た
、「
緑
釉
陶
器
」
は
、
光
沢
の
あ

る
緑
色
の
ガ
ラ
ス
化
し
た
釉ゆ

う

薬や
く

∧
う
わ
ぐ
す
り
、
と
も
∨
が
表
面
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
陶
器
と
し
て
知
ら
れ
る
）。

　

平
成
二
十
〜
二
十
一
年
の
調
査
で
は
、
平
安
時
代
の
住
居
跡
か
ら
、
皇
朝
十
二
銭
の
一
つ
、

「
富ふ

じ
ゅ
し
ん
ぽ
う

壽
神
寳
」
が
出
土
し
て
い
る
。

　

田
子
山
遺
跡
で
は
、
平
成
五
、六
年
の
発
掘
調
査
で
、
住
居
跡
の
他
、
掘
立
柱
建
築
遺
構
・
溝
跡
、
土

坑
群
が
検
出
さ
れ
、
住
居
跡
か
ら
、
腰
帯
の
一
部
で
あ
る
銅
製
の
丸ま

る

鞆と
も

（
円
い
飾
り
の
つ
い
た
帯
）
が
出

土
し
た
。
さ
ら
に
カ
マ
ド
横
の
床
面
上
か
ら
は
、
東

ひ
が
し

金か
ね

子こ

窯よ
う

跡せ
き

群ぐ
ん

（
埼
玉
県
入
間
市
所
在
、
瓦
や
須
恵
器
な

ど
を
生
産
し
た
）
の
前ま

え

内う
ち

出で

窯か
ま

の
製
品
と
鳩
山
窯
（
埼
玉
県
鳩
山
町
所
在
）
製
品
の
須
恵
器
坏つ

き
（
お
茶
碗
の

よ
う
な
お
皿
）
が
一
点
ず
つ
発
見
さ
れ
た
。

 

三・十
三 

「
竪た
て

穴あ
な

式
住
居
」
は
・
・
・

　

縦
穴
を
掘
っ
て
、
そ
の
底
に
床ゆ

か

を
つ
く
り
、
柱
を
立
て
て
屋
根
を
葺ふ

い
た
住
居
で
あ
る
が
、
旧
石
器
時

代
末
か
ら
、
縄
文
、
弥
生
時
代
を
経
て
、
有
史
時
代
と
な
り
、
平
安
時
代
こ
ろ
ま
で
の
長
期
に
わ
た
っ
て
、
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藤
原
氏
と
摂
関
政
治

　

平
安
時
代
の
初
期
（
九
世
紀
初
め
）
に
は
、
豪
族
層
に
出
自
す
る
士
族
が
、
貴
族
と
し
て
力
を
も
っ
て

い
た
。
し
か
し
、
時
代
が
進
む
に
従
い
、
天
皇
と
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
新
興
士
族
の
藤
原
氏
や
源
氏
な
ど

が
、急
速
に
上
流
貴
族
層
を
占
め
る
。
九
世
紀
半
ば
に
は
、藤
原
氏
が
摂せ

っ

政し
ょ
う（

天
皇
が
幼
少
の
折
り
な
ど
に
、

そ
の
代
理
と
し
て
政
務
を
行
う
）、
ま
た
関か

ん

白ぱ
く

（
天
皇
が
成
人
し
た
の
ち
に
天
皇
を
補
佐
す
る
）
と
な
る
（
併
せ

て
摂
関
政
治
）。

　
「
国
風
文
化
」
の
繁
栄

　

平
安
時
代
の
西
国
で
は
、
一
般
家
屋
も
殆
ど
平
地
住
宅
に
移
行
し
、
上
流
貴
族
は
、
贅
を
尽
し
た
造
り

の
住
宅
を
構
え
た
。
貴
族
の
住
ま
い
は
「
寝
殿
造
」（
中
心
の
建
物
が
南
の
庭
に
面
し
て
建
て
ら
れ
、
付
属
的

な
建
物
は
廊
で
繋
が
れ
た
。
九
世
紀
に
建
設
さ
れ
た
「
東
三
条
殿
」
は
代
表
的
）
と
な
り
、「
大
和
絵
」
は
自

然
を
描
き
、
絵
と
物
語
り
で
構
成
さ
れ
る
「
絵
巻
物
」
が
作
ら
れ
る
。「
仮
名
文
字
」
に
よ
っ
て
、
感
情

を
生
き
生
き
と
伝
え
る
国
文
学
が
続
々
と
著
さ
れ
る
。
和
歌
が
公
の
場
で
も
て
は
や
さ
れ
る
。

 

三・十
六 

「
荘
園
」
の
発
祥
は
・
・

　

八
世
紀
と
さ
れ
る
が
、
九
世
紀
に
な
る
と
、
貴
族
、
大
社
寺
は
、
農
民
が
自
ら
開
墾
し
た
土
地
を
買
収

し
て
所
有
地
を
増
や
し
、
初
期
の
本
格
的
な
「
荘
園
」
が
形
成
さ
れ
た
。
十
世
紀
に
入
っ
て
、
地
方
の
政

  

三・十
四　
平
安
京
へ
遷
都

　

桓
武
天
皇
（
五
十
代
）
は
、
延
暦
三
年
、
奈
良
の
都
を
北
方
の
山
城
国
・
長
岡
京
に
移
し
た
。
さ
ら
に

延
暦
十
三
年
に
は
、
水
利
の
優
れ
た
、
現
・
京
都
市
街
に
遷
都
し
た
。
平
ら
か
で
安
ら
か
な
都
を
目
指
し

て
「
平
安
京
」
と
称
せ
ら
れ
る
。
平
安
京
は
、
東
西
、
南
北
、
そ
れ
ぞ
れ
五
十
キ
ロ
米
の
区
域
を
も
ち
、

唐
の
首
都
、
長
安
に
習
っ
て
、
碁
盤
の
目
状
に
整
然
と
区
画
さ
れ
た
。

　

遷
都
後
の
日
本
仏
教
は
・
・
・

　
　
　
平
安
新
仏
教　
最さ
い

澄ち
ょ
うと

空
海

　

平
安
京
に
遷
都
後
、入に

っ

唐と
う

求ぐ

法ほ
う

の
還げ

ん

学が
く

生し
ょ
う（

日
本
に
還
っ
て
∧
帰
っ
て
∨
来
る
こ
と
が
で
き
る
短
期
留
学
生
）

に
選
ば
れ
た
最
澄
は
、延
暦
二
十
一
年
（802

）、唐
に
渡
っ
た
。
同
二
十
四
年
に
帰
国
し
、天
台
宗
を
開
く
。

ま
た
、空
海
は
、延
暦
二
十
三
年
（804
）、遣
唐
使
の
留
学
僧
と
し
て
唐
に
渡
る
。
長
安
に
入
っ
て
修
行
し
、

大
同
元
年
（806

）
に
帰
国
し
て
真
言
宗
を
開
祖
し
た
。

　

新
し
い
日
本
仏
教
の
展
開
に
よ
っ
て
、
平
安
時
代
の
貴
族
層
や
都
周
辺
の
人
々
の
信
仰
は
拡
大
す
る
。

し
か
し
、
仏
教
の
普
及
が
庶
民
に
及
ん
だ
の
は
、
鎌
倉
時
代
を
経
て
，
中
世
以
降
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。

 

三・十
五　
平
安
時
代
の
貴
族
政
治
か
ら
新
し
い
国
風
文
化
が
生
ま
れ
る
・
・
・
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治
が
乱
れ
る
と
、
成
長
し
た
豪
族
や
、「
荘
官
」（
荘
園
の

領
主
か
ら
現
地
の
管
理
を
委
ね
ら
れ
た
も
の
）
な
ど
に
な
っ

た
有
力
な
農
民
は
、
荘
園
を
守
る
た
め
に
武
装
し
て
闘

争
を
繰
り
返
す
。

　

や
が
て
「
武
士
」
が
発
生
し
て
「
武
士
団
」
を
つ
く
る
。

大
き
な
武
士
団
へ
と
成
長
し
、「
桓
武
平
氏
」（
桓
武
天
皇

の
賜
姓
に
よ
る
）、「
清
和
源
氏
」（
清
和
天
皇
を
祖
と
す
る
）

は
特
に
有
力
な
も
の
と
な
る
。

 

三・十
七　
平
将ま
さ
門か
ど
の
乱
は
・
・
・

　

十
世
紀
中
頃
に
起
こ
っ
た
武
士
の
反
乱
で
あ
る
。
将
門

は
、
平
氏
の
姓
を
授
け
ら
れ
た
高
望
王
の
孫
、
桓
武
天

皇
の
五
世
に
当
る
武
士
で
、
下
総
国
、
常
陸
国
に
広
が
っ

た
平
氏
一
族 

の
抗
争
は
、
関
東
諸
国
を
巻
き
込
む
争
い

と
な
る
。
天
慶
二
年
（939

）
に
常
陸
・
下
野
・
上
野
の
国
府
を
占
領
し
、
関
東
を
支
配
下
に
置
い
て
新

皇
を
称
し
た
。
し
か
し
、
翌
年
に
は
、
平

た
い
ら

貞の
さ
だ

盛も
り

、
藤ふ

じ

原わ
ら
の

秀ひ
で

郷さ
と

ら
に
討
た
れ
た
。

　
前
九
年
の
役
と
後
三
年
の
役

　

十
一
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
東
北
地
方
で
「
前
九
年
の
役
」（
永
承
六
年
∧1051
∨
〜
康
平
五
年
∧

1062

∨
）、「
後
三
年
の
役
」（
永
保
三
年
∧1083

〜
寛
治
元
年
∧1087

∨
）
が
起
こ
る
。
こ
れ
を
鎮
圧
し

た
の
は
、
源
頼
義
・
義
家
（「
八
幡
太
郎
」
の
通
称
で
知
ら
れ
る
）
の
父
子
で
、
関
東
の
武
士
の
信
望
を
高
め
、

東
国
で
勢
力
を
伸
ば
し
た
。

　
「
院
政
」
が
始
ま
る

　

平
安
時
代
の
末
期
に
は
、
天
皇
の
地
位
を
退
い
た
太
上
天
皇
が
引
続
い
て
政
務
を
と
る
よ
う
に
な
る
。

白
河
天
皇
（
七
十
二
代
）
は
応
徳
三
年
（1086

）、
堀
河
天
皇
に
譲
位
の
の
ち
、
院
庁
を
開
い
て
引
続
き

政
権
を
担
当
し
た
。
こ
れ
を
「
院
政
」
と
い
い
、
天
皇
が
位
を
引
い
て
か
ら
」
は
、「
上
皇
」
と
い
う
尊

称
で
呼
ば
れ
た
。

　

上
皇
は
、
源
氏
と
平
家
の
武
士
団
に
身
辺
の
警
護
を
さ
せ
、
ま
た
、
荘
園
の
寄
進
を
受
け
た
貴
族
や
武

士
を
保
護
し
た
の
で
、
荘
園
は
上
皇
の
許
に
集
ま
り
、

し
か
も
、
荘
園
は
、
上
皇
が
信
仰
す
る
寺
社
に
も
寄
進
さ
れ
た
た
め
、
そ
れ
ら
の
寺
社
の
勢
力
は
強
化
さ

れ
た
。

河越氏の荘園を復元すると・・・（河越館跡復元図）
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三・十
八　
武
家
社
会
の
成
立
へ

　
「
院
政
」
の
下
で
成
長
し
た
武
士
は
、東
国
で
源
氏
が
勢
力
を
広
げ
、対
す
る
平
家
は
西
国
で
活
躍
す
る
。

清
和
天
皇
（
五
十
六
代
）
は
、
諸
皇
子
に
源
姓
を
賜
り
（「
賜し

姓せ
い

」）、
第
六
皇
子
貞
純
親
王
の
皇
子
経つ

ね

基も
と

王

の
系
統
は
、
名
門
、
清
和
源
氏
と
し
て
各
地
で
繁
栄
し
た
。
ま
た
、
河
内
国
を
勢
力
下
に
し
た
河
内
源
氏

の
二
代
目
、
頼
義
は
、
長
男
の
義
家
と
と
も
に
、
東
北
地
方
の
戦
乱
で
安
倍
氏
を
打
ち
、
戦
功
を
挙
げ
る

（
既
述
）。
ま
た
義
家
の
孫
に
当
る
源
為
義
は
、
摂
関
家
の
内
紛
か
ら
勃
発
し
た
「
保
元
の
乱
」（
保
元
元
年

∧1156

∨
）
で
は
、
崇す

徳と
く

上
皇
（
七
十
五
代
天
皇
）
側
の
指
揮
官
と
な
る
。
一
方
、
為
義
の
長
男
の
義
朝

は
後
白
河
天
皇
（
七
十
七
代
）
側
の
指
揮
を
取
っ
た
の
で
、
父
子
対
決
の
場
面
と
な
る
。

　

後
に
義
朝
の
子
の
頼
朝
は
鎌
倉
幕
府
を
開
き
、
つ
い
で
活
動
す
る
新
田
・
足
利
な
ど
の
名
門
諸
氏
は
、

何
れ
も
清
和
源
氏
の
流
れ
に
入
る
。

　
つ
づ
い
て
「
平
治
の
乱
」
が
・
・
・

　

為
義
・
義
朝
父
子
の
相
克
に
よ
っ
て
大
き
な
痛
手
を
負
っ
た
源
氏
に
対
し
て
、
平
家
の
総
帥
、
清
盛
は
、

保
元
の
乱
で
義
朝
と
共
に
崇
徳
上
皇
側
の
指
揮
を
と
っ
た
の
ち
、
急
激
に
勢
力
を
伸
ば
す
。
平
治
元
年

（1160

）、今
度
は
、源
義
朝
が
平
清
盛
を
打
倒
す
べ
く
、公
卿
の
藤
原
信
頼
と
結
ん
で
挙
兵
し
た
。
し
か
し
、

義
朝
と
信
頼
は
殺
害
さ
れ
、
平
氏
政
権
が
成
立
す
る
。

　
桓
武
平
氏
の
流
派
は
・
・
・

　

平
氏
は
、
皇
族
が
臣
下
に
下
る
（
臣
籍
降
下
）
さ
い
に
名
乗
る
氏
の
一
つ
で
、
桓
武
天
皇
（
五
十
代
）

の
子
孫
と
な
る
「
桓
武
平
氏
」
ほ
か
、
四
つ
の
流
派
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
武
家
平
氏
と
し
て

の
活
躍
が
顕
著
な
の
は
、
高た

か

望も
ち

王お
う

流
・
坂
東
平
氏
（「
坂
東
」
は
東
国
の
こ
と
、
王
は
東
国
に
下
向
し
た
）
の

流
れ
で
あ
る
。
高
望
王
は
、
桓
武
天
皇
の
第
三
皇
子
、
葛
原
親
王
の
三
男
・
高
見
王
の
子
で
、
賜
姓
を
受

け
て
「
平
高
望
」
と
な
っ
た
。

　

高
望
王
の
長
男
、
平

た
い
ら
の

国 
く
に

香か

の
孫
、
維こ

れ

衡ひ
ら

か
ら
始
ま
る
一
族
は
、
本
家
の
坂
東
平
氏
に
対
し
て
庶
流
と

な
る
「
伊
勢
平
氏
」
だ
が
、北ほ

く

面め
ん
の

武
士
（
上
皇
の
身
辺
を
警
護
）
と
な
っ
た
平
正
盛
の
系
統
（
六
波
羅
流
・

六
波
羅
家
）
は
「
平へ

い

家け

」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
正
盛
の
子
、
忠
盛
は
初
め
て
昇
殿
を
許
さ
れ
、
忠

盛
の
子
清
盛
は
平
氏
政
権
を
樹
立
し
て
栄
華
を
誇
っ
た
。

　
平
清
盛
は
・
・
・

　

平
治
の
乱
で
対
立
す
る
勢
力
を
一
掃
し
、
後
白
河
上
皇
の
信
任
を
得
る
。
内
大
臣
を
経
て
、
仁に

ん

安な
ん

二
年

（1167

）、
太だ

い

政じ
ょ
う

大
臣
と
な
る
が
、
間
も
な
く
辞
任
し
、
表
向
き
に
は
政
界
か
ら
手
を
引
く
。

　

翌
年
、
清
盛
は
病
い
に
倒
れ
て
出
家
す
る
が
、
病
い
が
癒
え
る
と
、
福
原
に
別
荘
を
造
営
す
る
。
後
白

河
院
と
の
関
係
は
友
好
的
に
推
移
し
て
、
国
内
に
五
百
余
の
荘
園
を
保
有
す
る
と
と
も
に
、
瀬
戸
内
海
の
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航
路
を
整
備
し
て
、
宋
と
の
貿
易
を
盛
大
に
行
な
っ
た
の
で
、
莫
大
な
財
貨
を
手
に
入
れ
、「
平
氏
に
あ

ら
ず
ん
ば
人
に
あ
ら
ず
」、
と
い
わ
し
め
た
。

　

そ
の
こ
ろ
、
後
白
河
院
は
福
原
に
清
盛
を
訪
れ
、
娘
の
徳と

く

子こ

が
、
高
倉
天
皇
の
中

ち
ゅ
う

宮ぐ
う

（
天
皇
の
妻
た
ち
）

と
し
て
入じ

ゅ

内だ
い

（
内だ

い

裏り

＝
天
皇
の
御
所
＝
に
入
る
こ
と
）
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
門
挙こ

ぞ

っ
て
公く

ぎ

卿ょ
う

・
殿て

ん

上じ
ょ
う

人び
と

と
し
て
、
官
職
を
独
占
す
る
が
、
鹿し

し

ケが

谷た
に

事
件
（
平
氏
討
伐
の
密
議
の
発
覚
と
さ
れ
て
い
る
が
、
異
説
も
あ

る
）
を
契
機
と
し
て
、
後
白
河
院
と
の
対
立
が
深
ま
り
、
治じ

承し
ょ
う

三
年
（1179

）、
清
盛
は
、
院
を
幽
閉
し

て
政
権
を
掌
握
す
る
。

　

一
方
、
強
権
を
も
っ
て
朝
廷
の
政
治
に
介
入
し
た
た
め
、
貴
族
、
寺
社
、
地
方
の
武
士
た
ち
の
平
家
に

対
す
る
反
感
は
急
激
に
増
大
し
、
つ
い
に
翌
・
治
承
四
年
、
以も

ち

仁ひ
と

王
（
後
白
河
天
皇
の
第
二
皇
子
）
を
奉

じ
て
源
頼
朝
ほ
か
が
兵
を
挙
げ
、
東
国
一
帯
は
そ
の
支
配
下
と
な
る
。

　

初
め
て
武
家
政
権
を
樹
立
し
た
平
清
盛
は
、
治
承
五
年
閏う

る
う

二
月
、
熱
病
で
死
没
し
た
（
六
十
四
才
）。

源
頼
朝
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
頼
朝
の
異
母
弟
、
義
経
は
「
一
の
谷
」、「
屋
島
」
で
平
家
を
打
ち
、
元
暦
二
年

／
寿
永
四
年
（1185

）、「
壇
の
浦
」
で
平
家
を
滅
亡
さ
せ
た
。

　
鎌
倉
政
権
の
確
立

　

全
国
の
軍
事
的
な
支
配
に
成
功
し
た
頼
朝
は
、
鎌
倉
の
地
を
本
拠
と
し
て
武
家
政
権
を
確
立
、
そ
の
後
、

建
久
三
年
（1192

）、
征
夷
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
る
。

 

三・十
九　
秩
父
氏
一
族
の
繁
栄
・
・
・

　

群
雄
が
割
拠
し
て
い
た
武
蔵
国
で
、
垣
武
平
氏
の
流
れ
を
汲
む
「
秩
父
氏
」
一
族
は
、
地
方
豪
族
と
し

て
勢
力
を
誇
り
、
畠
山
氏
、
河
越
氏
、
豊
島
氏
、
江
戸
氏
な
ど
を
派
生
し
、 

そ
れ
ぞ
れ
畠
山
郷
（
現
・
埼

玉
県
深
谷
市
あ
た
り
）、
入
間
郡
（
現
・
川
越
市
あ
た
り
）
を
治
め
、
豊
嶋
郡
（
現
・
埼
玉
県
南
部
か
ら
豊
島

区
に
か
け
て
）、
江
戸
郷
を
治
め
、
荒
川
、
入
間
川
に
沿
っ
て
活
動
し
た
。

　
河
越
氏
は
河
越
に
荘
園
を
開
く

　

河
越
氏
が
、
現
・
川
越
市
上う

わ

戸ど

の
台
地
に
立
荘
し
た
の
は
、
永
暦
元
年
（1160

）
の
こ
ろ
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
先
立
つ
保
元
の
乱
で
、河
越
重
頼
は
、源
義
朝
に
従
っ
て
上
洛
し
た
。
保
元
元
年（1156

）

七
月
、
重
頼
は
弟
の
師
岡
重
経
と
と
も
に
源
義
朝
の
陣
営
に
加
わ
っ
た
。『
保
元
物
語
』
で
は
、
河
越
・

師
岡
氏
を
「
高こ

う

家け

」
と
称
し
て
い
る
。
高
家
と
は
、
格
式
の
高
い
、
権
勢
の
あ
る
家
柄
を
も
つ
由
緒
正
し

い
家
、
名
門
の
こ
と
で
あ
る
。

　

平
治
元
年
十
二
月
（1160

）、
平
治
の
乱
で
義
朝
が
滅
び
た
の
ち
は
平
家
に
従
い
、
平
家
を
介
し
て
所

領
を
後
白
河
上
皇
に
寄
進
、
新
日
吉
社
（
現
・
新
日
吉
神
宮
）
領
と
し
て
河
越
荘
が
開
か
れ
た
。
本
家
（
宗
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家
と
も
い
い
、
土
地
の
所
有
者
）
を
新
日
吉
社
、
本ほ

ん

所じ
ょ

（
実
効
支
配
権
を

も
つ
も
の
）
を
後
白
河
院
と
し
て
、
河
越
氏
は
そ
の
荘

し
ょ
う

官か
ん

（
荘
園
の
管
理

を
委
ね
ら
れ
た
も
の
）
と
な
る
。

　
河
越
重
頼
は
何
故
、
源
氏
の
惣
領
を
援
護
し
た
の
か
・
・
・

　

源
義
朝
の
子
、
頼
朝
は
、
平
治
の
乱
後
の
永
暦
元
年
、
東
国
伊
豆
に

流
罪
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
乳
母
比ひ

企き
の

尼あ
ま

は
、
彼
を
援
助
す
る

た
め
に
武
蔵
国
に
下
向
し
た
。
河
越
重
頼
は
比
企
尼
の
次
女
（
河
越
尼
）

を
妻
に
迎
え
た
の
で
、
以
後
二
十
年
余
り
に
わ
た
っ
て
頼
朝
と
近
し
い

縁
故
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
平
家
に
従
い
な
が
ら
も
源
氏
と
深
い
繋
が
り

を
も
つ
こ
と
に
な
る
（『
吾
妻
鏡
』
寿
永
元
年
十
月
十
七
日
条
）。

　

比
企
尼
は
、
武
蔵
国
比
企
郡
の
代
官
（
所
領
の
政
務
を
代
行
す
る
職
）

を
務
め
た
、
比
企
掃か

も

部ん
の

允じ
ょ
うの

妻
で
、
三
人
の
娘
は
、
源
頼
朝
に
近
し
い
人
々
に
嫁
ぎ
、
嫡
女
が
再
嫁
し
た

相
手
の
安
達
盛
長
は
頼
朝
の
側
近
と
な
り
、
次
女
は
武
蔵
国
の
有
力
な
豪
族
だ
っ
た
河
越
重
頼
、
三
女
は

伊
豆
国
の
豪
族
伊
東
祐
清
に
嫁
い
だ
。

　

比
企
尼
は
比
企
郡
か
ら
頼
朝
に
米
を
送
り
続
け
、三
人
の
娘
婿
に
も
頼
朝
へ
の
奉
仕
を
命
じ
た
と
い
う
。

長
女
と
次
女
の
娘
は
、
そ
れ
ぞ
れ
頼
朝
の
異
母
弟
・
範の

り

頼よ
り

と
、
同
じ
く
頼
朝
の
異
母
弟
・
義
経
に
嫁
い
だ
が
、

男
子
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
た
め
、
比
企
氏
の
家
督
は
甥
の
比
企
能よ

し

員か
ず

を
養
子
に
し
て
跡
を
継
が
せ
た
。
後

に
能
員
が
頼
朝
の
嫡
男
・
頼
家
の
乳
母
父
と
な
っ
て
権
勢
を
握
っ
た
の
は
、
こ
の
尼
の
存
在
が
大
き
か
っ

た
よ
う
だ
。
尼
の
次
女
と
三
女
も
頼
家
の
乳
母
と
な
っ
て
い
る
。

 

三・二
十　
武
家
政
治
の
成
立
に
向
っ
て
・
・
・
河
越
氏
の
不
滅
の
貢
献

　

河
越
重
頼
は
平
氏
と
し
て
、
畠
山
重
忠
、
江
戸
重
長
と
と
も
に
、
治
承
四
年
（1180

）
の
八
月
、
三
浦

氏
が
拠
る
相
模
衣
笠
城
を
攻
略
し
た
が
、
十
月
に
は
「
長
井
の
渡
し
」
で
、
頼
朝
に
降
伏
し
て
そ
の
配
下

に
入
る
と
い
う
、
平
家
か
ら
源
氏
へ
と
変
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　

安
房
国
で
再
起
し
た
源
頼
朝
が
隅
田
川
を
渡
り
、
鎌
倉
に
向
か
う
途
上
の
こ
と
で
あ
り
、
河
越
重
頼
の

行
動
は
、
武
家
政
治
へ
の
歴
史
的
な
キ
ー
・
ス
テ
ッ
プ
と
な
っ
た
。

　
河
越
重
頼
の
光
と
影

　
重
頼
は
娘
を
源
義
経
に
嫁
が
せ
る
・
・

　

重
頼
は
武
蔵
国
留
守
所
総
検
校
職
の
地
位
を
得
、
武
蔵
国
入
間
郡
「
河
越
館
」
の
武
将
と
し
て
勢
力
を

伸
ば
し
た
が
、
源
頼
朝
の
命
令
に
よ
っ
て
、
元げ

ん

暦り
ゃ
く

元
年
（1184

）、
自
ら
の
娘
を
上
洛
さ
せ
、
弟
に
当

る
義
経
に
嫁
が
せ
た
。
頼
朝
は
鎌
倉
八
幡
宮
の
社
前
で
、
自
ら
仲
人
と
な
っ
て
婚
礼
を
擧
げ
た
が
、
義
経
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本
人
は
知
ら
ず
、
西
国
に
在
っ
て
不
在
だ
っ
た
と
い
わ
れ
、
重
頼
親
子
の
悲
劇
の
始
ま
り
と
な
る
。

　

義
経
の
正
室
と
な
っ
た
女
性
の
名
は
、
伝
承
で
は
郷さ

と

御ご

前ぜ
ん

と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
故
郷
の
河
越
（
現
・

川
越
市
）
で
は
、
京
に
嫁
い
だ
姫
な
の
で
、「
京
姫
」
と
呼
ば
れ
、
ま
た
終
焉
の
地
で
あ
る
平
泉
で
は
、

貴
人
の
妻
の
敬
称
で
あ
る
「
北
の
方
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
河
越
重
頼
父
子
は
戦
う

　

同
年
、
元
暦
元
年
の
一
月
、
河
越
重
頼
、
嫡
男
重
房
ら
は
、
源
義
経
軍
に
つ
い
て
義
仲
軍
を
破
る
。
重

房
は
義
経
の
側
近
と
し
て『
平
家
物
語
』に
も
そ
の
活
躍
が
描
か
れ
て
い
る
。院
の
御
所
六
条
殿
を
警
護
し
、

二
月
、
河
越
重
頼
、
重
房
ら
は
義
経
に
従
っ
て
平
家
を
追
討
し
、
一
の
谷
で
平
家
を
破
る
。
五
月
、
源
頼

朝
は
、
義
仲
の
子
志
水
義
高
の
残
党
討
伐
の
た
め
、
河
越
重
頼
ら
を
信
濃
に
派
遣
し
た
。

　
し
か
し
頼
朝
に
誅
殺
さ
れ
る

　

そ
の
後
頼
朝
と
義
経
が
対
立
す
る
と
、
事
態
は
一
変
、
義
経
の
縁
戚
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
重
頼
・

重
房
父
子
は
誅
殺
さ
れ
、
武
蔵
国
留
守
所
総
検
校
職
の
地
位
も
、
秩
父
氏
一
族
の
畠
山
氏
、
重
能
の
子
の

重
忠
に
奪
わ
れ
た
。

　

文
治
元
年
（1185

）
十
一
月
、
河
越
重
頼
の
領
地
は
没
収
さ
れ
、
同
三
年
二
月
、
義
経
は
妻
で
あ
っ
た

重
頼
の
娘
、
子
ら
を
伴
い
、
奥
州
平
泉
藤
原
秀ひ

で

衡ひ
ら

の
許
に
向
か
う
。
重
頼
、
重
房
が
誅
さ
れ
た
の
は
、
そ

の
年
十
月
と
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

文
治
五
年
（1189

）
四
月
、藤
原
泰や

す

衡ひ
ら

は
、奥
州
衣
川
館
に
義
経
を
襲
撃
す
る
。
義
経
（
三
十
一
才
）
は
、

妻
（
二
十
二
）、
子
（
四
才
）
と
と
も
に
自
害
し
た
。

　
そ
の
後
の
河
越
氏
は
・
・
・

　

一
時
期
衰
退
し
た
が
、
河
越
荘
の
所
領
は
子
孫
代
々
が
継
承
し
、
重
頼
の
三
男
・
重し

げ

員か
ず

は
、
嘉
禄
二
年

（1226

）、
鎌
倉
政
権
か
ら
武
蔵
国
留
守
所
総
検
職
に
補
さ
れ
、
武
蔵
国
で
の
地
位
が
復
活
し
た
。
河
越

氏
は
重
要
な
役
職
を
与
え
ら
れ
、
鎌
倉
時
代
か
ら
戦
国
時
代
末
ま
で
豪
族
と
し
て
勢
力
を
誇
っ
た
。
河
越

経つ
ね

重し
げ

は
、
文
応
元
年
（1260

）
に
館
内
の
新
日
吉
山
王
宮
に
梵
鐘
を
奉
納
し
、
文
永
九
年
（1272

）
に
は

高
野
山
の
町
石
を
奉
納
し
た
と
の
記
録
が
あ
る
。

 

三・二
十
一　
鎌
倉
時
代
は
・
・
・

　

鎌
倉
に
本
拠
を
構
築
し
た
、
源
頼
朝
の
活
動
に
よ
る
が
、
建
久

十
年
（1199

）
に
死
去
す
る
。
そ
の
子
、
頼
家
が
跡
を
継
い
だ
が
、

母
親
の
「
北
条
氏
」
を
執
権
（
政
権
を
援
助
し
つ
、政
務
を
統
括
す
る
）

と
す
る
政
治
へ
と
変
貌
す
る
。

源頼朝木像（信濃善光寺蔵）

文保三年（1319）の銘あり
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や
が
て
、
政
権
に
反
抗
す
る
新
田
義
貞
は
、
北
方
よ
り
「
鎌
倉
街
道
」
を
進
撃
し
て
鎌
倉
に
向
か
い
、

元
弘
三
年
（1333

）、
稲
村
ケ
崎
を
突
破
し
た
。

 
三・二
十
二　
室
町
時
代
へ
・
・
・

　

後
醍
醐
天
皇
（
九
十
六
代
）
の
建
武
の
新
政
か
ら
始
ま
る
「
南
北
朝
時
代
」
を
経
て
、建
武
二
年
（1335

）、

足
利
尊
氏
に
征
夷
大
将
軍
が
宣
下
さ
れ
、
足
利
一
族
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
邸
宅
は
、
京
都
に
広
大
な
敷

地
を
も
ち
、
室
町
通
り
に
面
し
て
正
門
が
設
け
ら
れ
た
。「
室
町
第
」、
あ
る
い
は
「
室
町
殿
」
と
呼
ば
れ

る
（
ま
た
、
通
称
は
「
花
の
御
所
」）。
し
か
し
、
八
代
将
軍
の
義
政
が
、
政
治
を
疎
ん
だ
た
め
に
起
こ
っ
た

内
乱
は
十
年
に
及
び
、
都
は
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
（「
応
仁
の
乱
」
と
呼
ば
れ
る
。
応
仁
元
年
∧1467

∨
〜
文
明
九
年
∧1477

∨
）。

 

三・二
十
三 

「
宗
岡
」
が
初
め
て
文
書
に
記
録
さ
れ
た
の
は
・
・
・

　

お
よ
そ
五
〇
〇
年
前
（
十
五
世
紀
末
）
の
こ
と
に
な
る

　

巡
歴
の
高
僧
、道ど

う
こ
う
じ
ゅ
ご
う

興
准
后
は
、文
明
十
八
年
（
１
４
８
６
）、北
陸
路
か
ら
武
蔵
国
に
入
り
、各
地
を
廻
っ

て
紀
行
文
を
著
し
た
。
そ
の
書
『
廻
国
雑
記
』
に
は
、
各
地
の
地
名
を
読
み
込
ん
だ
和
歌
や
漢
詩
が
収
め

ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
足
跡
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。

聖護院門跡道准后が辿った、
今も変わらぬ名前の「新座郡のまち」
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当
時
の
地
名
に
は
、い
ま
で
も
使
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
、

道
興
は
志
木
、
新
座
、
朝
霞
各
市
を
廻
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、

そ
の
と
き
目
で
見
て
感
じ
た
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
の
で
、
当
時
の
風

景
を
生
々
し
く
蘇
ら
せ
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
極
め
て
高
い
。

　
聖
護
院
門
跡
が
廻
っ
た
中
世
の
道

　

新に
い
く
ら
ご
お
り

座
郡
を
周
遊

　

道
興
は
武
州
十
玉
坊
（
所
在
地
に
つ
い
て
は
後
述
）
を
拠
点
と
し
て
、

朝
霞
・
新
座
・
和
光
・
志
木
各
市
を
含
む
か
つ
て
の
新
座
郡
を
訪
ね
、

歌
を
詠
ん
だ
。

　

文
明
十
八
年
の
秋
、
志
木
市
域
の
宗
岡
に
赴
き
、

　

む
ね
お
か
と
い
へ
る
所
を
通
り
侍は
べ

り
け
る
に
、
夕
の
煙
を
見
て
、

　

夕
け
ぶ
り
あ
ら
そ
う
暮
を
見
せ
て
け
り
わ
が
家
々
の
宗
岡
の
宿

　

夕
食
を
つ
く
る
煙
が
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
争
う
よ
う
に
立
ち
の
ぼ
る

様
子
を
詠
っ
た
。
賑
や
か
な
宿
場
で
は
無
い
が
、
集
落
が
で
き
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
（
現
在
。
上
宗
岡

の
千せ

ん
こ
う
じ

光
寺
近
く
に
、
こ
の
歌
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
）。

　
新
座
市
域
で
は
、

　

ま
た
、
野の

で

ら寺
と
い
へ
る
所
こ
こ
に
も
侍
り
。
こ
れ
も
鐘
の
名
所
な
り
と
い
ふ
。
こ
の
鐘
、
古
い
に
し

へ
国
の
乱

れ
に
よ
り
、
土
の
底
に
埋
み
け
る
と
な
む
。
そ
の
ま
ま
掘
り
出
さ
ざ
り
け
れ
ば
、

　

音
に
き
く
野
寺
を
と
へ
ば
跡あ

と

ふ古
り
て 

こ
た
ふ
る
鐘
も
な
き
夕
ゆ
う
べ

か
な

　

片
山
の
野
寺
の
鐘
で
知
ら
れ
た
八
幡
社
は
、
明
治
末
期
に
近
在
の
神
社
と
合
祀
さ
れ
て
、
現
在
は
武た

け
し
の野

神
社
と
な
っ
て
い
る
。

　

野の
び
ど
め
づ
か

火
止
塚
は
、
新
座
市
内
の
古
利
「
平
林
寺
」
の
境
内
に
あ
る
が
、
同
寺
が
建
立
さ
れ
る
以
前
だ
っ
た
。

　

此こ

の
あ
た
り
に
野
び
ど
め
つ
か
と
い
う
塚
あ
り
。
け
ふ
は
な
や
き
そ
と
詠え
い

ぜ
し
に
よ
り
て
、
烽の
ろ
し
た
ち
ま

火
忽
ち

や
け
と
ま
り
け
る
と
な
む
。
そ
れ
よ
り
此
の
塚
を
の
び
ど
め
と
名
づ
け
侍
る
よ
し
、
国
の
人
申
し
侍
り
け

れ
ば
、

　

わ
か
草
の
妻
も
籠こ
も

ら
ぬ
冬
さ
れ
に
や
が
て
も
か
る
ゝ
野
火
止
の
塚

　

と
詠
ん
だ
。

　
朝
霞
市
、
膝
折
と
浜
崎
を
訪
ね
て
・
・
・

　

こ
れ
を
す
ぎ
て
、
ひ
ざ
お
り
（
膝
折
）
と
い
へ
る
里
に
市
侍
り
。
暫
し
ば
ら

く
か
り
や
に
休
み
て
、
例
の
俳は
い
か
い諧

を
詠
じ
て
、
同
行
に
語
り
侍
る
。

細田千虎さんが描いた「宗岡の夕べに立つ煙」
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商あ
き
び
と人
は
い
か
で
立
つ
ら
む
膝
折
の
市
に
脚か

っ

け気
を
売
り
に
ぞ
あ
り
け
る

　

膝
折
は
、
江
戸
時
代
に
は
川
越
街
道
の
宿
場
だ
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
、
室
町
時
代
か
ら
市
が
た
っ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
（
歌
の
中
の
「
か
っ
け
」
と
は
、
竹
で
編
ん
で
つ
く
っ
た
茶
碗
な
ど
を
入
れ
る
脚
つ
き
の
籠か

ご

を
さ
し
、正
し
く
は
「
脚
籠
」
と
書
く
。
道
興
准
后
は
、脚
の
病
の
「
脚
気
」
と
、売
り
物
の
「
脚
籠
」
を
か
け
て
、「
膝

を
折
る
と
い
う
地
名
の
市
で
か
っ
け
∧
脚
籠
∨
と
い
う
籠
を
売
っ
て
い
る
商
人
は
、
か
っ
け
∧
脚
気
∨
と
い
う
脚

の
病
に
か
か
っ
て
、
ど
う
や
っ
て
歩
く
の
だ
ろ
う
」
と
戯ざ

れ
歌
を
つ
く
っ
て
楽
し
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
）。

　

旅
に
出
て
半
年
が
過
ぎ
、
道
興
准
后
は
武
蔵
国
で
正
月
を
過
ご
し
た
。

　

武
蔵
野
の
末
に
浜
崎
と
い
へ
る
里
侍
り
。
か
し
こ
に
ま
か
り
て
、

　

武
蔵
野
を
わ
け
つ
ゝ
ゆ
け
ば
浜
崎
の
里
と
は
き
け
ど
立
つ
波
も
な
し

　

武
蔵
野
の
草
を
分
け
な
が
ら
、
浜
崎
と
い
う
名
の
地
に
向
か
っ
た
が
、
波
が
立
つ
浜
な
ど
な
か
っ
た
と

い
う
意
味
の
歌
だ
。

 

三・二
十
四　
都
を
旅
立
っ
た
道
興
は
・
・
・

　

北
陸
道
を
通
っ
て
越
後
国
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
南
下
し
て
関
東
に
入
っ
た
の
で
あ
る
が
、
武
蔵
国
に
は

四
回
に
わ
た
っ
て
出
入
り
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
大
塚
の
「
十
玉
坊
」
で
長
旅
の
旅
装
を
解
き
、
越
年
し

て
、
こ
の
間
に
武
蔵
野
の
名
所
・
旧
跡
を
訪
れ
た
よ
う
だ
。

　

通
っ
た
路
を
推
定
す
る
と
、
相
模
か
ら
武
蔵
国
の
霞
の
関
（
現
・
多
摩
市
）
を
経
て
、
多
摩
川
を
渡
り
、

恋
ヶ
窪（
現
・
国
分
寺
市
西
恋
ケ
窪
）あ
た
り
は
、鎌
倉
街
道
の
上
道
を
利
用
し
て
い
る
よ
う
だ
。
狭
山
市「
掘

兼
の
井
」
か
ら
「
や
せ
の
里
」、「
入
間
川
」
に
立
寄
り
、「
佐
西
の
観
音
寺
」
に
着
く
。
柳
瀬
川
に
沿
っ
て
、

宗
岡
（
志
木
市
宗
岡
）
を
往
復
、
ま
た
「
河
越
」（
現
・
川
越
市
）
の
常
楽
寺
を
訪
れ
て
い
る
。

　
中
世
と
い
う
時
代
は
・
・
・

　

古
代
よ
り
後
、
そ
し
て
近
世
よ
り
も
前
の
時
代
を
指
す
。
一
般
的
に
は
、
平
氏
政
権
の
成
立
（1160

年
こ
ろ
）
か
ら
安
土
桃
山
時
代
（
戦
国
時
代
末
期
）
ま
で
を
い
う
。

　
聖
護
院
門
跡
は
・
・
・

　

歴
史
上
の
人
物
の
中
に
は
、多
く
の
人
た
ち
に
は
全
く
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
が
、知
っ
て
る
ひ
と
に
と
っ

て
は
、
き
わ
め
て
大
き
な
存
在
の
人
が
い
る
。
並
外
れ
た
貴
族
、「
道
興
准
后
」
は
そ
う
し
た
一
人
だ
・・・

と
安
斎
達
雄
氏
は
述
べ
て
い
る
（
本
紙
16
号
）。

　

こ
の
人　

道
興
の
勢
威
は
、
並
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
関
白
、
の
ち
に
は
太
政
大
臣
と
な
っ
た

近こ
の
え
ふ
さ
つ
ぐ

衛
房
嗣
の
次
男
と
し
て
、
永
享
二
年
（1430

）、
摂
関
家
に
生
誕
し
た
。
幼
い
こ
ろ
出
家
し
、
や
が
て

聖し
ょ
う
ご
い
ん
も
ん
ぜ
き

護
院
門
跡
と
な
っ
た
。

　

聖
護
院
と
は
、
聖
体
（
天
皇
）
護
持
の
寺
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
付
け
ら
れ
た
名
で
、
門
跡
と
は
、
皇
族
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や
上
級
貴
族
が
入
る
特
定
の
寺
、
ま
た
そ
の
寺
の
統
括
者
に
つ
け
ら
れ
た
呼
称
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
聖
護

院
門
跡
は
修
験
道
の
本
山
派
を
統
括
す
る
地
位
に
あ
り
、
そ
の
後
、
園お

ん
じ
ょ
う
じ

城
寺
（
三み

い
で
ら

井
寺
）
の
長ち

ょ
う
り吏

、
熊く

ま
の野

山
お
よ
び
新い

ま

熊
野
の
検け

ん
ぎ
ょ
う校

を
も
兼
ね
た
。
寺
院
の
職
名
は
宗
派
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
が
、
長
吏

も
検
校
も
寺
の
代
表
者
と
考
え
て
よ
い
。

　
皇
后
な
ど
の
三
后
に
準
ず
る
待
遇
の
「
准
后
」
と
な
っ
て
・
・
・

　

道
興
は
さ
ら
に
大
僧
正
に
任
じ
ら
れ
、
准
后
と
な
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
道
興
は
「
道
興
准
后
」
と
書
か

れ
る
よ
う
に
な
る
。
准
后
と
は
太
皇
太
后
・
皇
太
后
・
皇
后
の
三
后
に
準
ず
る
待
遇
を
与
え
ら
れ
た
人
の

こ
と
で
あ
る
。

　

戦
乱
が
相
次
い
だ
こ
の
時
代
、
経
済
的
な
恩
典
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
大
変
な
名
誉

で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
道
興
准
后
は
天
皇
家
の
信
任
が
厚
か
っ
た
が
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

室
町
幕
府
の
八
代
将
軍
足
利
義よ

し
ま
さ政

お
抱
え
の
護ご

じ
そ
う

持
僧
も
務
め
て
い
た
。
足
利
義
政
と
い
え
ば
、
東
山
文
化

を
代
表
す
る
銀
閣
（
国
宝
。
世
界
遺
産
に
も
登
録
）
を
つ
く
っ
た
将
軍
で
あ
る
。
武
家
政
権
と
の
固
い
き
ず

な
も
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

八
代
将
軍
足
利
義
政
の
跡
目
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
弟
義よ

し
み視

と
実
子
義よ

し
ひ
さ尚

の
相
続
争
い
に
胆
を
発
し
た

応お
う
に
ん仁

の
乱
（1467

～1477

）
は
、
有
力
な
大
名
の
家
督
争
い
と
も
複
雑
に
連
動
し
て
十
一
年
も
繰
り
広

げ
ら
れ
、
京
都
を
焼
け
野
原
に
し
た
。
乱
は
一
応
の
終
息
を
み
た
も
の
の
、
時
代
は
本
格
的
な
戦
国
乱
世

に
向
か
い
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
は
武
蔵
国
と
て
同
様
で
あ
っ
た
。

　

道
興
准
后
が
諸
国
巡
歴
の
旅
を
始
め
た
の
は
、
そ
う
し
た
最
中
の
文
明
十
八
年
（1486
）
六
月
中
旬
の

こ
と
で
あ
る
。
年
齢
は
五
十
七
才
だ
っ
た
。

　
『
廻
国
雑
記
』
は
、
長
い
間
著
者
が
不
明
で
あ
り
、
入
手
も
困
難
だ
っ
た

　

江
戸
初
期
に
は
、
連
歌
師
宗
匠
の
宗
祇
が
著
し
た
も
の
（『
宗
祇
廻
国
雑
記
』）
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、

文
政
八
年
（1825

）、関せ
き

岡お
か

野や

洲す

良ら

（1772

〜1832

）
が
『
廻
国
雑
記
標
註
』
を
刊
行
し
、そ
の
序
の
中
で
、

こ
の
書
の
内
容
に
直
結
す
る
古
文
書
が
『
白
川
古
事
考
』
所
載
の
も
の
と
一
致
す
る
こ
と
、
甲
斐
国
妙
法

寺
の
記
録
の
、
文
明
十
九
年
の
条
に
聖
護
院
が
甲
州
・
武
州
よ
り
奥
州
に
下
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
挙
げ
て
、
こ
の
書
の
作
者
は
道
興
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
。

　

ま
た
幸
い
に
も
、
塙
保
己
一
が
編
集
し
た
国
文
学
・
国
史
を
主
と
す
る
叢

書
の
『
群ぐ

ん
し
ょ
る
い
じ
ゅ
う

書
類
従
』
に
掲
載
さ
れ
た
た
め
、本
書
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

塙
保
己
一
は
延
享
三
年
に
生
ま
れ
た
が
、
幼
く
し
て
失
明
し
た
。
し
か
し

学
問
の
世
界
に
果
敢
に
挑
戦
し
、
古
書
の
散
逸
を
危
惧
し
て
安
永
八
年
、
菅

原
道
真
を
祀
る
北
野
天
満
宮
に
刊
行
を
誓
い
、
江
戸
幕
府
や
諸
大
名
・
寺
社
・
大
月
隆
著
『
廻
国
雑
記
』（
発
行
：
「
文
学

同
志
会
」、
明
治
三
十
三
年
）
の
表
紙
か
ら
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公
家
な
ど
の
協
力
を
得
て
、
古
書
を
収
集
、『
群
書
類
従
』
を
編
集
し
た
。
膨
大
な
叢
書
で
、
古
代
か
ら

江
戸
時
代
初
期
ま
で
の
史
書
や
文
学
作
品
、
一
千
二
百
点
余
り
を
収
め
、
寛
政
五
年
（1793

）
～
文
政
二

年
（1819

）、
木
版
で
刊
行
さ
れ
た
。
史
学
・
国
文
学
等
の
研
究
に
、
計
り
知
れ
な
い
貢
献
を
齎
し
た
。

　
道
興
は
風
流
な
旅
を
し
た
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
が
・
・
・

　
『
廻
国
雑
記
』
の
本
文
は
、
道
興
自
身
の
旅
の
覚
え
、
歌
な
ど
を
記
す
日
記
と
な
っ
て
い
て
、
彼
が
風

雅
の
道
に
精
通
し
、
詩
文
・
和
歌
・
連
歌
な
ど
に
も
長
じ
て
い
た
こ
と
を
読
者
に
強
く
印
象
づ
け
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
冒
頭
に
、「
文
明
十
八
年
六
月
上
旬
の
頃
、
北
征
東
行
の
あ
ら
ま
し
に
て
、
公
武
に
暇

の
事
申
入
れ
侍
り
き
。
お
の
お
の
御
対
面
あ
り
」
と
あ
り
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
や
『
後
法
興
院
日
記
』

に
も
そ
の
旅
が
、
聖
護
院
門
跡
の
公
的
な
旅
で
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
眺
望
が
優
れ
た
大
石
氏
の
館
（
現
・
志
木
市
柏
町
に
所
在
し
た
「
柏
の
城
」）
に
招
か
れ
て
・
・
・

　

あ
る
時
大
石
信
濃
守
と
い
へ
る
武
士
の
館
に
ゆ
か
り
侍
り
て
、
ま
か
り
て
遊
び
侍
る
に
、
庭
前
に
高
閣

あ
り
。
矢
倉
な
ど
を
相
か
ね
て
侍
り
け
る
に
や
。
遠
景
勝
れ
て
、
数
千
里
の
江
山
眼
の
前
に
尽
き
ぬ
と
お

も
ほ
ゆ
。
あ
る
じ
杯
取
り
出
し
て
、
暮
過
ぐ
る
ま
で
遊
覧
し
け
る
に
、

　

一
閑
乗
興
屡
登
楼

　

	

遠
近
江
山
分
幾
炎

　

落
雁
斗
霜
風
颯
々

　

	

自
沙
翠
竹
斜
陽
幽

　

興
に
乗
じ
て
高
楼
に
登
り
、遠
近
の
山
河
が
幾
つ
も
の
国
を
区
切
っ
て
い
る
様
子
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
丹
沢
や
奥
多
摩
や
奥
秩
父
、
さ
ら
に
遠
く
筑
波
や
上
州
の
山
ま
で
見
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
？

　

河
越
と
い
へ
る
所
に
到
り
、
最
勝
院
と
い
ふ
山
伏
の
所
に
一
両
夜
や
ど
り
て
、

　

限
り
あ
れ
ば
け
ふ
わ
け
つ
く
す

　

武
蔵
野
の
境
も
し
る
き
河
越
の
里

　

此
の
所
に
、
常
楽
寺
と
い
へ
る
時
宗
の
道
場
侍
る
。

　

と
こ
ろ
沢
と
へ
る
所
へ
遊
覧
に
罷
り
け
る
に
、
福
泉
と
い
ふ
山
伏
、
観
音
寺
に
て
さ
さ
え
を
と
り
出
し

け
る
に
、
薯
芋
と
い
へ
る
も
の
肴
に
あ
り
け
る
を
見
て
、
俳
諧

　

野
遊
び
の
さ
か
な
に
山
の
い
も
そ
へ
て
ほ
り
求
め
た
る
野
老
沢
か
な

　

大
石
氏
の
館
に
再
び
招
か
れ
て
・
・
・

　

野
遊
の
つ
で
に
、
大
石
信
濃
守
が
館
へ
招
引
し
侍
り
て
、
鞠
な
ど
興
行
に
て
、
夜
に
入
り
け
れ
ば
、

二
十
首
の
歌
を
す
す
め
け
る
に
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（
中
略
）

　

大
石
信
濃
守
、
父
の
三
十
三
回
忌
と
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
追
善
を
致
し
け
る
に
、
聞
き
及
び
侍
り
け
れ
ば
、

小
経
を
花
の
枝
に
つ
け
て
贈
り
侍
る
と
て
、

　

散
り
に
し
は
み
そ
ぢ
三
年
の
花
の
春
け
ふ
こ
の
本
に
と
ふ
を
待
つ
ら
む

 

三・二
十
五　
昔
か
ら
ジ
ゴ
ク
谷
と
呼
ば
れ
て
い
た
「
十
玉
坊
」
は
・
・
・

　

道
興
准
后
が
逗
留
し
た
と
こ
ろ
で
、
現
・
志
木
市
幸
町
に
所
在
し
、
十
玉
が
訛
っ
て
ジ
ゴ
ク
と
言
い
倣

わ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
神
山
健
吉
の
証
拠
を
も
っ
た
意
見
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
、
全
国
の
修
験
（
山

伏
）
の
有
力
な
拠
点
だ
っ
た
、
と
彼
は
主
張
す
る
。

 

三・二
十
六　
八
王
子
か
ら
志
木
に
向
か
っ
て
城
館
群
を
構
築
し
た
大
石
信
濃
守
の
謎
に
迫
る
！

　

彼
が
大
石
信
濃
守
の
館
に
招
か
れ
た
と
き
、
繰
り
広
げ
ら
れ
た
華
や
か
な
宴う

た
げの

有
様
を
、
こ
の
書
の
中

の
漢
詩
を
通
し
て
、
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た

　
道
興
を
招
い
た
の
は
大
石
信
濃
守
と
記
さ
れ
て
い
る
が
・
・
・

　

そ
の
人
は
、
当
時
武
蔵
国
の
管
理
を
任
さ
れ
た
守
護
代
（
守
護
の
下
の
役
職
）、
信
濃
大
石
家
十
一
代
、

大
石
顕あ

き
し
げ重

と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　

何
故
な
ら
、
道
興
が
訪
れ
た
と
き
、
顕
重
は
戦
死
し
た
父
の
三
十
三
回
忌
の
供
養
を
依
頼
し
た
と
い
う

が
、
父
は
、
分
倍
河
原
の
戦
い
（
足
利
成し

げ
う
じ氏

の
率
い
る
鎌
倉
公く

ぼ
う方

勢
と
上
杉
顕あ

き
ふ
さ房

の
率
い
る
関
東
管
領
勢
と
の

間
で
行
わ
れ
た
合
戦
）
で
亡
く
な
っ
た
房ふ

さ
し
げ重

で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
道
興
は
冥
福
を
祈
る
歌
を
添
え
て
花

一
枝
を
贈
っ
た
、
と
「
廻
国
雑
記
」
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。

　
残
さ
れ
た
系
図
に
よ
れ
ば
・
・
・

　

大
石
氏
は
、
信
濃
藤
原
氏
の
後
裔
と
伝
え
ら
れ
る
。
系
図
の
一
部
の
信
憑
性
に
疑
い
が
も
た
れ
て
い
る

が
、
木
曽
義
仲
を
祖
先
と
し
て
信
濃
国
佐
久
郡
大
石
郷
に
住
ん
だ
こ
と
か
ら
、
大
石
氏
を
名
乗
っ
た
よ
う

だ
。
大
石
氏
は
本
拠
の
信
濃
か
ら
次
第
に
武
藏
へ
と
移
っ
て
、
七
代
信
重
は
関
東
管
領
山
内
上
杉
憲の

り
あ
き顕

に

仕
え
た
。
延
文
元
年
（1356

）
戦
功
に
よ
っ
て
入
間
・
多
摩
両
郡
の
柳
瀬
川
流
域
を
含
む
十
三
郷
を
与

え
ら
れ
た
。
武
蔵
国
の
目も

く
だ
い代

（
国
の
行
政
官
の
代
理
国
司
）
に
任
命
さ
れ
、
ま
た
至
徳
元
年
（1384

）
に

は
浄
福
寺
城
（
現
・
八
王
子
市
下
恩
方
町
）
を
築
城
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
系
図
で
は
、
石
見
守

憲の
り
し
げ重

、
憲の

り
よ
し儀

、
十
代
目
の
房ふ

さ
し
げ重

に
つ
づ
く
十
一
代
の
当
主
が
信
濃
守
顕
重
と
な
る
。

次
号
の
「
大
石
氏
館
跡
」
に
つ
づ
く



42

本
紙
「
市
民
プ
レ
ス
」
は
年
四
回
（
一
、四
、七
、十
月
、
各
五
日
）
発
行

　
　
「
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
は
・
・
・

　

地
域
住
民
と
行
政
に
対
し
て
取
材
活
動
を
行
な
い
、
報
道
に
よ
っ
て
市

民
の
公
共
参
加
を
推
進
し
ま
す
。
ま
た
市
民
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
増
進
に
努
め
ま
す
。

　

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
地
域
情
報
紙
「
市
民
プ
レ
ス
」
を
編
集
・
発
行
し
、

無
料
で
配
布
し
ま
す
。

　

読
者
の
「
オ
ピ
ニ
オ
ン
」（
意
見
・
感
想
）
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

編
集
部　

原
宛
に
ど
う
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

TEL 090

（3048

）5502


